「遠隔医療設備整備事業」調査票
記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
記入者所属　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号　　　　　　　　　　　　　　　　
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　　　　　　　　　　　　　　　
	計画年度
	令和９年度


	開設者名
	施設名
	施設所在地

	
	
	


１　医療施設の概要

	許可病床数（令和　　年　　月　　日現在）

	一　般
	療養病床
	精　神
	感染症
	結　核
	計
	(うちICU)
	(うちCCU)

	
	
	
	
	
	
	
	

	標榜診療科名

	内科・心療内科・精神科・神経内科・呼吸器外科・呼吸器内科・消化器外科・消化器内科・循環器外科・循環器内科・アレルギー科・リウマチ科・小児科・外科・整形外科・形成外科・美容外科・脳神経外科・心臓血管外科・小児外科・皮膚科・泌尿器科・性感染症内科・
こう門外科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	一日平均外来患者数　　　　　　　名（2025.4.1～2026.3.31）
一日平均入院患者数　　　　　　　名（2025.4.1～2026.3.31）

	電子カルテ導入状況　　　　　あり　・　なし　・　予定あり（令和　年　月頃）


２　事業計画の概要
	遠隔医療種別
※該当種別に○
	１　遠隔病理診断　　　(1) 支援側　(2) 依頼側　(3) 両方　→別紙１
２　遠隔画像診断・助言(1) 支援側　(2) 依頼側　(3) 両方　→別紙２
３　遠隔手術指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→別紙３
４　オンライン診療用　　　　　　　　　　　　　　　　　　→別紙４
※　該当種別ごとに別紙を添付してください。

	今回のシステム導入のきっかけ・必要性

	整備事業の全体計画・概要


３　遠隔医療の実績

	


４　補助金申請について

　　該当する種別に〇をしてください。

	(1)　必ず申請する。

(2)　おそらく申請する。

(3)　不明


５　本事業に係る検討状況

	いつ頃から検討していますか
	令和　　年　　月

	検討回数
	　　　回（令和　年　月から令和　年　月まで）　　

	業者との折衝状況


· 本事業に係る契約を締結する場合は、競争入札の方法により行うことになります。

· 本事業で購入した機器は補助事業該当年度中に設置することが条件となります。

６　院内でのＩＴ化へ向けたこれまでの取り組み
	


 (参考)

□　遠隔病理診断
診断依頼側は診断支援側（遠隔地の病理専門医等）に対し、病理組織の顕微鏡画像、眼底画像、超音波画像、内視鏡画像等を主に動画像として伝送する。診断支援側は、動画像を遠隔操作して観察、診断を行い、その結果を診断依頼側に報告する。
□　遠隔画像診断・助言
診断依頼側は診断支援側（遠隔地の専門医等）に対し、単純エックス線、ＣＲ、ＣＴ、ＭＲＩ等で撮影した画像を静止画像（施術中の動画像含む）として伝送する。診断支援側は、画像を診断依頼側と共有するなどして観察、診断、助言を行い、その結果を診断依頼側に報告する。
　□　遠隔手術指導
　　　遠隔地の医療機関において指導医が患者の存在する現地の手術にリアルタイムで参加しつつ、タブレット等の情報通信機器を用いて画像や音声で具体的に現地術者の手術内容を指導する形態である。遠隔地の指導医と現地の術者の関係は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」における D to D となる。遠隔操作により現地のモニターに線や矢印を投影するシステムを用いることや、現地の手術室全体を見渡せるシステムで手術全体を統括することも含まれる。
□　オンライン診療
患者の通院負担軽減や医師の移動負担軽減、医療資源の柔軟な活用などの観点から、情報通信機器を活用して、医師と患者間における遠隔地からの診療を行う。
